
平成 30年 4 月 

横浜税関業務部 

業務部事務分担一覧表 
 

部門名 事務内容 

収納課 

045-212-6140 

○ 関税等の納付・徴収・担保に関する事務 

○ 輸入貨物に関する証明事務 

税関相談官 

045-212-6000 

○ 税関の所掌事務に係る相談・苦情に関する事務 

○ 引揚者から預かった証券等の保管整理 

通関総括第１部門 

045-212-6150 

○ 輸出入通関業務に関する事務運営の調整・総括事務 
○ 製造たばこ・塩特定販売業者に関する届出に関する事務 

 

通関総括第２部門 

045-212-6110 

○ 戻税に関する事務 

○ 輸出入通関手続きに関する承認・届出に関する事務（本船扱い・

ふ中扱い、原産地証明書提出猶予、関税割当証明書提出猶予等） 

○ 輸出貨物に関する証明事務 

○ 時間外執務要請届に係る総括事務 

通関総括第３部門 

045-212-6153 

○ 法令・通達の解釈、他法令に関する事務 

 

通関総括第４部門 

045-212-6059 

○ 不正輸出に係る取締方法の企画・調整に関する事務 

○ 輸出入者の指導に関する事務 

通関情報部門 

045-212-6162 

○ 輸出入通関関係の情報の集約、審査基準に関する事務 

特別通関第１、２部門 

045-212-6115 

○ 輸出入通関（第１類～第２４類、第９４類～第９７類及びマニュ

アル申告） 

○ 執務時間外の輸出入通関に係る事務 

通関第１部門 

045-212-6164 

○ 輸出入通関（第２５類～第６７類） 

通関第２部門 

045-212-6161 

○ 輸出入通関（第６８類～第９３類、プラント貨物） 

 

特殊鑑定・減免還付部門 

045-212-6154 

○ 犯則・公売貨物の鑑定事務 

○ 計量器の認定に関する事務 

○ 関税の還付に関する事務 

○ 条件付き減免税貨物に係る事後確認事務 

特別審査官 

045-212-6112 

○ 輸出令別表第１関係事務 

○ ワシントン条約関係事務 

分析部門 

045-451-2056 

○ 輸出入貨物・犯則貨物の分析に関する事務 

通関業監督官 

045-212-6051 

○ 通関業の許可・監督、通関士に関する事務 

○ 通関士試験に関する事務 

税関訟務官 

045-212-6027 

○ 税関に対する不服申立て、訴訟に関する事務 

関税鑑査官 

045-212-6156、6157 

○ 関税率表の解釈・適用、品目分類に関する事務 

 

原産地調査官 

045-212-6174 

○ 輸出入貨物に係る原産地認定の解釈・適用に関する事務、特恵関

税に関する事務 

認定事業者管理官 

045-212-6125 

○ ＡＥＯ事業者の承認・認定に関する事務 

知的財産調査官 

045-212-6116 

○ 知的財産侵害物品に係る差止申立ての審査・認定手続きに関する

事務 

関税評価官 

045-212-6139 

○ 輸入貨物の課税価格の算定、解釈、適用に関する事務 

 

 


